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平成25年中は、台東区内で振り込め詐欺が40件発生しており、8,500万を超える被害
が出ています。特に母さん助けて詐欺（オレオレ詐欺）の被害が多くなっています。区内
の高齢者宅を中心に、詐欺未遂の電話が毎日のようにかかっており、被害が止まりません。

引き続きご注意ください。

母さん助けて詐欺 還付金詐欺 等

息子や孫のふりをして電話をかけ、現金をだまし取ります。
最近は、お金を振り込ませるだけでなく、手渡しさせる被害も多く発生し
ています。

最近の特徴
○卒業生名簿などを使って、いきなり「ケンジだけど…」などと家族の実名で

電話をかけてくることがあります。
○銀行などで振り込ませずに、「自分の代わりの者がお金を取りに行くから渡し

て」「○○駅までお金を持ってきて」と指示することが多いです。

母さん助けて詐欺

●「携帯電話が変わった。」「風邪をひいた。」は要注意です。
必ず元の電話番号にかけて確認しましょう。

●電話で早急にお金を要求されたら、詐欺を疑いましょう。
●ATMを操作して、自分の口座にお金が振り込まれることはありません。
●誰であろうと知らない人にキャッシュカードや通帳を預けてはいけません。

お金を渡してはいけません。
●少しでもあやしいと感じたら、警察や区役所へ相談しましょう。
●お金を用意する前に、必ず家族に相談しましょう。

対  策対  策
今すぐできる撃退方法今すぐできる撃退方法

●家にいる時も留守番電話にし、まず留守番電話で応答しましょう。
●あらかじめ家族で「合い言葉」を決めておきましょう。
●家族の職場や学校など、携帯電話以外の連絡先を確認しておき、

いざという時に備えましょう。
●家族や近所の高齢者に、詐欺の手口を伝えて注意するように話し

ましょう。

還付金詐欺

身に覚えのない借金や、イ
ンターネットの有料サイトの
料金を振り込ませます。

融資話を持ちかけ、保証金
と称して現金を振り込ませま
す。

架空請求詐欺 融資保証金詐欺

医療費等の還付の手続きを装って、現金を振り込ませます。
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「自分は大丈夫」と思わず、「自分が狙われるかもしれない」「自分も被害にあうかもしれない」
という意識を持って、もう一度、犯罪の特徴と対策を理解しましょう。

台東区内における振り込め詐欺被害発生件数と被害額の推移（手集計）

犯人のだまし文句の例
「電車にカバンを忘れた。バッグの中に携帯電話・財布・会社の小切手が
入っていた。一時的にお金を貸してほしい。」
他に「不倫相手を妊娠させた」「会社のお金を横領した」など

犯人のだまし文句の例
「台東区役所の○○です。」または「社会保険事務局の○○です。」
「医療費の還付がありますので、近くのATMへ行ってください。
着いたら、操作方法を説明しますので○○○○―○○○○へ電話
してください。」
「今日中に手続きが必要です。今ならまだ間に合います。」

を装った 振り込め詐欺にご注意ください。「臨時福祉給
付金」

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
★台東区や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。
★ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
★台東区や厚生労働省などが、臨時福祉給付金等の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
★現時点で、台東区や厚生労働省などが、皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

不審な電話や郵便は迷わず区役所、警察に相談を！
ご自宅や職場などに台東区や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、

区役所や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（♯9110））にご相談ください。

臨時福祉給付金等について
平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられますが、所得の低い方々や子育て世帯への暫定的・臨時的な負担軽減措置とし

て、26年１月１日時点で住民登録されている区市町村から①臨時福祉給付金又は②子育て世帯臨時特例給付金を支給する予定です。
【対象】①平成26年度分市町村民税（23区は特別区民税）の均等割額が非課税の方、②平成26年１月分の児童手当の受給者、①②とも生活保護受給者等を除く。
○詳しくは、台東区福祉部臨時福祉給付金担当（電話 5246－1374）、区民部子育て世帯臨時特例給付金担当（電話 5246－1232）にお問い合わせください。


